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新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の取扱いについて（Q＆A） 

 

令和２年５月７日時点 

 

Q１ 母性健康管理指導事項連絡カード（以下「母健連絡カード」という。）を

用いて、事業主に新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置を

講じてもらうまでの流れはどのようになりますか。 

A 以下の①～④までの流れで措置が講じられることとなります。 

① 妊娠中の女性労働者が母子保健法の保健指導や健康診査を受ける。 

② 健康診査等を行う医師又は助産師が、女性労働者の新型コロナウイルス

感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康

保持に影響があるとして措置が必要であると判断した場合、母健連絡カー

ドに必要な指導事項を記載してもらう。 

③ 妊娠中の女性労働者が母健連絡カードを事業主（人事労務担当者、管理

者等）に提出して、措置を申し出る。 

④ 事業主が母健連絡カードの指導事項に基づき、必要な措置を講じる（※）。 

※ 事業主が講じる措置の具体的な内容については、企業内の産業医等産業

保健スタッフや機会均等推進責任者（令和２年６月１日以降は男女雇用機会

均等推進者）（注）の助言に基づき、女性労働者と話し合って定めることが望ま

しいものです。 

（注）母性健康管理措置等について、関係法令の遵守のための必要な措置

等の検討・実施や事業主に対する助言等の業務を行う担当者。令和２年

６月１日から男女雇用機会均等法に基づき事業主に選任の努力義務が

設けられました。 

 

Q２ 医師又は助産師から、母健連絡カードの記入例にあるように「感染のお

それの低い作業への転換又は出勤の制限（在宅勤務・休業）の措置を講じる

こと」という指導があった場合、いずれかの措置をとれば事業主は母性健康

管理措置を講じたことになるのですか。 

A  いずれかの措置をとれば母性健康管理措置を講じたことになります。 

事業主が講じる措置の具体的な内容については、企業内の産業医等産業保健

スタッフや機会均等推進責任者（令和２年６月１日以降は男女雇用機会均等推

進者）の助言に基づき、女性労働者と話し合って定めることが望ましいもので

す。 
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Q３ 新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレス

への対応として、妊娠中の女性労働者が、記入例にあるような複数の措置で

はなく、「在宅勤務」、「休業」など特定の措置のみを、医師等に母健連絡カー

ドに記載してもらうことはできますか。 

A  一般的に、医師や助産師は、妊娠中の女性労働者の職場における作業等の

状況を詳細に知ることが難しいことから、新型コロナウイルス感染症に感染

するおそれに関する妊娠中の女性労働者の心理的なストレスに関して、医師

等が行う指導は、通常、母健連絡カードの記入例にあるような、複数の措置の

いずれかの措置を求めるものとなります。 

事業主が講じる措置の具体的な内容については、企業内の産業医等産業保健

スタッフや機会均等推進責任者（男女雇用機会均等推進者）の助言に基づき、

女性労働者と話し合って定めることが望ましいものとされています。 

 

Q４ 母健連絡カードの記入例に「感染のおそれの低い作業への転換」とあり

ますが、事業主は具体的にはどのような作業に転換すればよいのですか。 

A 例えば、顧客や利用者等と対面で接触する機会が多い作業から、こうした機

会が少ない事務作業などに転換すること等が考えられます。事業主が講じる

措置の具体的な内容については、企業内の産業保健スタッフや機会均等推進

責任者（男女雇用機会均等推進者）の助言に基づき、女性労働者と話し合って

定めていただくことが望ましいものです。 

 

Q５ 「女性労働者の『作業等』における新型コロナウイルス感染症に感染す

るおそれに関する心理的なストレス」とあるが、「等」には何が含まれるの

ですか。 

A 通勤や作業の環境などが含まれます。 

 

Q６ 新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレス

への対応として、記入例にある「感染のおそれの低い作業への転換又は出勤

の制限（在宅勤務・休業）の措置」のほかに、「通勤緩和の措置」も指導内容

に含まれ得るのですか。 

A 通勤緩和の措置（時差通勤（フレックスタイム制度の適用を含む。）、勤務時

間の短縮、交通手段・通勤経路の変更）も含まれ得ます。 

  通勤緩和の措置が必要な場合には、母健連絡カードの４の「その他の指導事

項」の「通勤緩和の措置」欄に○が記載されます。 
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Q７ 医師等の指導に基づき、母性健康管理措置として休業をさせる場合の賃

金の取扱いはどうなりますか。 

A  母性健康管理措置として休業が必要な場合、休業中の賃金をどのようにする

かについては個々の事業主に任されていますが、休業期間中に手当を支払っ

た場合には雇用調整助成金の対象になり得ること等も踏まえ、労使で十分に

話し合って決めることが望ましいものです。 

  企業が活用できる助成金に関しては、以下の URL に掲載されているリーフ

レットを御覧ください。 

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000627261.pdf 

 

Q８ 女性労働者から母健連絡カードの提出により指導事項の申出があった

ため、必要な措置を講じようとしていたところ、後日女性労働者から申出を

取り下げたいと伝達があった場合には、事業主は措置を講じる必要はない

のですか。 

A 女性労働者の申出があった場合に措置を講じるものとされているため、申出

の取り下げがあった場合には措置を講じる必要はありません。 

 

Q９ 医師等に対し、女性労働者から母健連絡カードの指導事項に記載のある

措置をとってもらうことはやめるという意思表示があった場合、医師等は母

健連絡カードの修正や回収を行う必要がありますか。 

A 女性労働者が事業主への申出を行わない、あるいは取り下げるといった対応

をすれば事業主が措置を講じることは必要なくなるため、医師等が母健連絡

カードの修正や回収を行う必要はありません。 

 

Q10 母健連絡カードを見せずに妊娠中の女性労働者が事業主に対して医師等

から指導があった旨を申し出た場合、事業主が当該女性労働者の申出に応じ

る義務があるのですか。 

A 妊娠中の女性労働者が医師等による指導事項があった旨申し出た場合には、

母健連絡カードの提示がなくても、事業主は適切な措置をとることが必要で

すが、女性労働者は母健連絡カードを使用しない場合でも、事業主に対して、

医師等の指導事項の内容、妊娠週数、出産予定日等を書面により申し出ること

が望ましいものです。指導の有無や内容が不明確な場合には、事業主は、女性

労働者を介する等により担当の医師等に確認をとり、判断を求める等適切な

対応が必要です。 
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Q11 事業主において医師等に指導の有無や指導の内容について確認をする必

要がある場合には、どのように対応すればよいのですか。 

A ・ 女性労働者を介して担当の医師等に確認をするほか 

  ・ 女性労働者本人の確認を得た上で、産業医等産業保健スタッフが担当の

医師等に確認をする 

  ・ 産業医等産業保健スタッフがいない場合には、労働者本人の同意を得た

上で、人事労務担当等が担当の医師等に確認をする 

 といった対応が考えられます。 

 

Q12 かかりつけの医療機関において電話やオンラインでの保健指導が実施さ

れている場合、妊娠中の女性労働者が、新型コロナウイルス感染症に感染す

るおそれに関する心理的なストレスについての保健指導も電話等で受け、そ

の指導事項を事業主に申し出ることは可能ですか。 

A  母子保健法の保健指導又は健康診査を行うかかりつけの医療機関におい

て電話やオンラインでの保健指導が実施されている場合には、それによる指

導事項を事業主に申し出ることも可能です。母健連絡カードを使用しない場

合の取扱いについては、Q11 を参照してください。なお、母健連絡カードの郵

送等に対応しているかどうかや電話やオンラインでの保健指導等の費用につ

いては、医療機関によって異なるため当該医療機関に確認してください。 

 

Q13 妊娠中の女性労働者は、初診の場合でも、医師等に母健連絡カードを記

載してもらえるのですか。 

A  母健連絡カードは、母子保健法の保健指導又は健康診査に基づく指導事項

を記載するものであり、適切に母性健康管理を図る観点からは、定期的に健康

診査等を行うかかりつけの医師等が指導が必要と判断した場合に母健連絡カ

ードに必要な指導事項を記載することが適当です。 

ただし、妊婦の健康状態の変化などにより、かかりつけの医療機関が変更と

なる場合には、当該医療機関における初回の健康診査等で母健連絡カードを記

載することも想定されます。 

 

Q14 母性健康管理措置の対象者は、非正規雇用の労働者も含まれますか。 

A  非正規雇用の労働者も対象となります。なお、派遣労働者については、派遣

元事業主及び派遣先事業主のいずれについても母性健康管理の措置義務があ

ります。 
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Q15 母性健康管理措置により休業した労働者を事業主は解雇してもよいので

すか。 

A 母性健康管理措置を求め、又は措置を受けたこと等を理由として解雇その他

の不利益な取扱いを行うことは、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いとし

て男女雇用機会均等法第９条第３項により禁止されています。また、妊娠中・

出産後１年以内の解雇は、同条第４項により、妊娠・出産等を理由とする解雇

でないことを事業主が証明しない限り無効となります。 

   

Q16 職場における妊娠・出産等に関するハラスメントについては事業主にハ

ラスメントの防止措置義務が課されていますが、母性健康管理措置を受けた

ことへのハラスメントも含まれるのですか。 

A 母性健康管理措置を求めようとし、若しくは求め、又はこれを受けたことに

関するハラスメントも、妊娠・出産等に関するハラスメントとして防止措置義

務の対象となります。 

 

Q17 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の期限は１月 31

日までとされていますが、延長の可能性はないのですか。 

（答） 

A 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置は、新型インフルエン

ザ等対策特別措置法において新型コロナウイルス感染症を適用対象とする暫

定措置の期限を踏まえて令和３年１月 31 日までとしています。この措置を延

長するか否かについては、その時点での新型コロナウイルス感染症に関する

状況等を踏まえて改めて労働政策審議会で議論を行い、その結果を踏まえて

判断を行うことになります。 

 

Q18 事業主が母性健康管理措置を講じようとしない場合、妊娠中の女性労働

者はどうしたらよいのですか。 

A 都道府県労働局雇用環境・均等部（室）に相談してください。 

  事業主が母性健康管理措置を講じていない場合には、都道府県労働局による

助言指導等の対象となります。また、これに関する労使紛争については、都道

府県労働局における紛争解決援助や調停も利用可能です。  


